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i
ヨ
l
ク
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不
作
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賠
償
責
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(
三
)

1

1
判
例
類
型
化
の
試
み

l
l

千百

士

目
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ニ
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責
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第
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北法33(3・303)891 



研究ノート

第
一
款

第
二
款

第
三
款

お
わ
り
に

道
路
関
係
(
以
上
三
三
巻
一
号
〉

精
神
病
院
関
係
(
本
号
)

警
察
関
係

第
二
款

精
神
病
院
関
係

本
款
に
お
い
て
は
精
神
病
院
に
ま
つ
わ
る
紛
争
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
場
合
の
精
神
病
院
と
は
、
精
神
病
院
又
は
一
般
病
院
精
神
科
病
室
等

広
く
精
神
的
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
っ
人
に
精
神
的
医
療
を
与
え
る
施

設
を
い
う
も
の
と
し
、
任
意
又
は
精
神
病
者
(
精
神
衛
生
法
九
・
二
七
条
、

九
・
三
七
条
等
)
に
対
す
る
病
院
長
の
ご
般
精
神
障
害
者
の
強
制
入
院
措

置
施
設
収
容
処
分
」
に
基
づ
く
収
容
施
設
で
あ
る
精
神
病
院
の
他
に
、
犯
罪

者
で
精
神
障
害
の
た
め
に
こ
れ
を
犯
し
た
者
(
刑
事
訴
訟
法
三
三

0
・二

O

条
)
に
対
す
る
裁
判
所
の
「
犯
罪
者
の
精
神
病
院
収
容
処
分
」
に
基
づ
く
収

容
施
設
で
あ
る
保
安
施
設
、
お
よ
び
、
刑
事
被
告
人
で
訴
訟
追
行
無
能
力
の

者
(
刑
事
訴
訟
法
七
一
ニ

0
・
五

O
条
等
)
に
対
す
る
裁
判
所
の
「
刑
事
被
告

人
の
精
神
病
院
収
容
処
分
」
に
基
づ
く
収
容
施
設
で
あ
る
精
神
衛
生
省
の
施

(
3
)

〔

4
V

設
を
含
む
も
の
と
す
る
。

本
稿
は
、
精
神
病
院
関
係
の
事
例
を

て
病
院
内
部
で
事
故
が
発
生
し

た
事
例
、
二
、
病
院
外
部
で
事
故
が
発
生
し
た
事
例
、
に
分
類
し
、
一
を
さ
ら

に
、
付
患
者
が
他
の
患
者
あ
る
い
は
外
来
者
を
殺
傷
し
た
事
例

自
殺
・
自
傷
の
事
例
、
二
を
さ
ら
に
、
付
退
院
許
可
を
受
け
て
い
る
事
例

∞
患
者
の

。
脱
走
の
事
例
、
に
分
類
し
、
説
明
後
、
一
二
、
に
お
い
て
精
神
病
院
関
係
に

お
け
る
事
例
の
ま
と
め
を
論
じ
る
。

こ
の
精
神
病
院
関
係
に
お
け
る
行
政
の
危
険
管
理
責
任
ハ
作
為
義
務
)
の

根
拠
は
、
行
政
(
病
院
)
と
私
人
(
患
者
〉
に
は
契
約
又
は
強
制
入
院
と
い

う
義
務
引
受
け
に
基
づ
く
特
別
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
と
加
害
者
(
加
害
患
者
〉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
病

院
に
は
危
険
人
物
を
管
理
す
る
者
の
危
険
防
止
責
任
(
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

コ
二
九
条
〉
が
認
め
ら
れ
、
病
院
と
被
害
者
(
糾
被
害
患
者
及
び

ω自
殺
怠

者
〉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
糾
危
険
回
避
の
機
会
を
奪
う
よ
う
な
状
況
又
は

危
険
人
物
と
共
同
さ
せ
る
と
い
う
危
険
状
況
を
作
出
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る

危
険
責
任
な
い
し
加
担
・
寄
与
型
責
任
、

ω要
保
護
性
の
高
い
者
の
管
理
を

引
受
け
た
こ
と
に
よ
る
安
全
配
慮
な
い
し
保
護
責
任
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
精
神
病
院
関
係
の
事
例
(
特
別
の
法
関
係

に
お
け
る
危
険
管
理
責
任
の
事
例
〉
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
稿
で

取
り
上
げ
る
一
般
的
な
国
家
と
私
人
の
関
係
に
お
け
る
危
険
管
理
責
任
を
論

じ
る
際
の
準
備
作
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
危
険
責
任
と
危
険
管
理

責
任
が
交
錯
す
る
本
類
型
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
危
険
責
任
論
と
危
険
管

理
責
任
論
の
妥
当
す
る
範
囲
を
検
討
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

(

5

)

 

る
、
と
思
わ
れ
る
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
類
型
は
、
義
務
の
引
受
け
に
基
づ
く
特
別
の

(3) 

関
係
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
原
告
に
対
す
る
特
別
の
義
務
を
負
う
と
い
う

責
任
の
構
造
、
お
よ
び
、
危
険
人
物
を
管
理
す
る
者
の
危
険
防
止
な
い
し
管

理
義
務
又
要
保
護
性
の
高
い
者
に
対
す
る
安
全
配
慮
な
い
し
保
護
義
務
と
い

ニューヨーク州における不作為賠償責任

う
責
任
の
性
質
に
お
い
て
警
察
関
係
の
類
型
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
こ

と
、
が
次
稿
で
述
べ
ら
れ
る
。

後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
危
険
責
任
論
!
社
会
的
に
有
用
で
あ
る
行
政
活

動
に
内
在
す
る
危
険
が
顕
在
化
し
た
か
ら
社
会
全
体
が
負
担
す
る
が
妥
当

す
る
の
は
、
行
政
が
危
険
を
作
出
又
は
危
険
に
直
面
さ
せ
た
と
評
価
さ
れ
る

一
付
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
、
個
別
・
具
体
的
な
危
険
に
応
じ
た
個
ル
・
同
身

体
的
な
事
前
措
置
と
い
う
よ
り
は
医
療
行
政
制
度
の
隈
戒
と
い
う
ア
ヅ
ロ

l

チ
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
よ
う
。

一
、
病
院
内
部
で
事
故
が
発
生
し
た
事
例

付

患
者
が
他
の
患
者
ま
た
は
外
来
者
を
殺
傷
し
た
事
例

「
加
害
者
(
患
者
〉
の
事
故
歴
・
精
神
障
害
の
症
状
・
程
度
(
暴
力
的
傾

向
)
を
病
院
側
が
現
実
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
特
別
の

監
視
体
制
を
敷
い
て
い
な
い
場
合
、
川
は
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て

ω
8
z
i
E
〈・

ω
E
H
P
H∞
斗

gun-

同印臼

w
g
z・J
円・

ω・日仏

q
P
E
e
-
E
E丘
町
ロ

R
2
8
L
N
3
〉

3
・
u
z・

由

H∞唱
月
日
斗

Z
・J
円・

ω・日仏

M
O
M
Q
E
3・同町内
u
L
N
2
Z・J
同・品目
0
・
2

2
・

開

-
M
L
H
Z
P
2
3
が
あ
る
。

一事i
劃
刷
嗣
劃
一

本
件
事
故
が
発
生
し
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
よ

っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
ハ

1
レ
ム
・
パ
レ
イ
州
立
病
院
(
出
向
-oE
〈
包

-a

ω
S仲
間
出
。
名
目
邑
)
で
あ
る
。
本
件
原
告
と
そ
の
加
害
者
で
あ
る
回

g
z
ュs

は
本
件
傷
害
事
件
の
数
年
前
か
ら
入
院
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
原
告
は
精

神
薄
弱
を
伴
う
精
神
病
(
唱
団
可
8
号

呈

子

百

g
g
]
号
コ
丘
町
ロ
ロ
己
、
加
害

者
は
精
神
病
及
び
て
ん
か
ん
症
合
同
比

-8巳
口
己
O
E
L
a

え

2
2〉
と
診
断
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
二
人
は
暴
力
的
傾
向
が
顕
著
な
怠
者
用
の
神
経
病
病
棟
で

北法33(3・305)893 



研究ノート

t
u
る
拘
禁
室
に
お
い
て
、
拘
束
シ
l
ト
で
ベ

y
ド
に
拘
禁
さ
れ
て
い
た
が
、

加
害
者
が
拘
束
シ

1
ト
か
ら
脱
出
し
、
同
シ
l
ト
の
た
め
に
身
動
き
で
き
な

い
で
い
た
原
告
に
激
し
く
襲
い
か
か
っ
た
(
一
九
四
三
年
三
月
三

O
H午
前

一
時
四
五
分
頃
)
。
こ
の
た
め
原
告
は
失
明
等
の
恒
久
的
傷
害
を
受
け
た
。

加
害
者
は
暴
力
的
傾
向
を
有
し
以
前
に
看
護
人
・
患
者
に
対
し
て
暴
刀
を
加

え
た
経
験
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
幾
度
か
拘
禁
室
に
入
れ
ら
れ
た
が
脱
出
し
た

こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
事
情
が
病
院
側
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
拘
束
シ

l
ト

は
弱
く
な
っ
た
り
、
故
障
が
生
じ
て
も
、
不
足
が
生
じ
た
時
に
は
そ
の
ま
ま

使
用
さ
れ
て
い
た
。

原
告
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

病
院
の
職
員
お
よ
び
被
傭
者
は
、
加
害
者
が
暴
力
的
性
向
を
有
し
て
い
た

こ
と
、
ま
た
、
数
回
に
わ
た
っ
て
拘
束
シ
l
ト
か
ら
脱
走
し
た
こ
と
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
病
院
の
職
員
お
よ

び
被
傭
者
が
特
別
の
防
止
措
置
を
と
ら
ず
に
二
人
の
患
者
を
同
じ
病
室
に
拘

禁
し
た
こ
と
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
あ
た
る
。

「
自
己
に
対
す
る
あ
る
い
は
他
人
に
対
す
る
傷
害
か
ら
患
者
を
保

護
す
る
た
め
に
彼
ら
に
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
は
、
明
ら
か

に
病
院
の
義
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
注
意
の
程
度
は
、
病
院
・
職
員

医
師
・
被
傭
者
が
認
識
す
る
患
者
の
肉
体
的
・
精
神
的
病
状
に
よ
っ
て
判
定

さ
れ
る
。

ω
Z
2民
会
〈
・

ω
S
F
H
S
Z
Eロ
-
M
2
w
N
Z・
J同・

ω
M
L
ω
g
-

白
内
同
町
虫
色
日
早
〉
苫

-
E〈
-UN白・印

Z
・
J円・

ω・
M
L
2
N
U
4司
a
g
〈・

ω
E
P
N白叶
K
戸
市
句
。
守

-
N
8・
8
Z
J同・

ω
-
M
L
E
M
-
後
者
の
事
件
で

は
、
既
知
の
暴
力
的
傾
向
を
有
す
る
六
九
人
の
患
者
に
対
し
て
四
人
の
看
護

人
を
割
当
て
た
こ
と
が
不
十
分
と
判
一
ホ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
り
F
B号
C
『
門
戸

ω
E
F
H
コ
ζ
u
n
-
白山印噌

E

Z
・
J同・

ω・日仏
h
p

印
∞
に
お
い
て
は
、
五
八

あ
る
い
は
六

O
人
の
患
者
に
対
し
て
二
人
の
看
護
人
を
割
当
て
た
こ
と
が
ネ

グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
み
な
さ
れ
た
。
同
じ
一
般
的
事
実
は
宮
戸
ユ
E
E
g
〈・

ω
S
F
N
S
Z
-
J円・印
E
-
忌
U
Z・
関
白
血
叶
お
よ
び
F
z
r
o
〈
・

ω
E
F
M
g

〉
-u-u
・
ロ
守
・
J
『

8.

H
Z・
J円・

ω
-
M
L
i
g
に
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
四
個
の
共
同
寝
室

2
2
g
r
c
q
)
と
二

O
個
の
部
屋
で
構
成
さ
れ
、

拘
禁
室
も
含
ん
で
い
る
精
神
病
患
者
用
の
病
棟
に
い
る
六
六
人
の
患
者
を
監

脅
す
る
た
め
に
二
人
の
看
護
人
を
割
当
て
た
こ
と
は
、
確
実
に
不
十
分
な
監

督
に
あ
た
り
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
し
た
。

既
知
の
腕
力
・
性
向
お
よ
び
岡
部
屋
に
お
け
る
記
録
を
有
す
る
患
者
で
あ

る

∞

g
Z己
目
を
悪
意
を
抱
い
て
い
る
患
者
と
一
緒
に
拘
禁
す
る
こ
と
は

災
い
の
因
で
あ
り
、
厳
格
な
監
視
・
監
督
を
付
す
る
こ
と
の
な
い
場
合
は
、

確
実
に
さ
ら
な
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
し
た
。
三

O
分
ご
と
の
巡
回

は
、
た
と
え
規
則
正
し
く
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
病
棟
に
お
い

北法33(3・306)894 



て
は
不
十
分
で
あ
る
う
し
、
拘
禁
室
に
つ
い
て
は
確
実
に
不
十
分
で
あ
り
、

こ
れ
ら
特
定
の
患
者
が
い
る
場
合
に
は
特
に
そ
う
い
え
る
。
ま
た
、
看
護
人

が
巡
回
を
し
な
い
時
に
は
拘
禁
室
で
の
騒
ぎ
を
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
明

ら
か
に
不
可
能
な
位
置
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誤
り
を
含
む
も
の
で
あ

る
。
結
局
、
患
者
が
拘
束
シ

l
ト
か
ら
脱
走
で
き
、
実
際
脱
走
し
た
と
い
う

事
実
を
考
え
る
と
、
欠
陥
の
あ
る
シ
l
ト
を
整
備
さ
れ
た
も
の
か
ら
分
離
す

る
と
い
う
の
が
唯
一
の
予
防
策
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
」

ニ L ーヨークナ1'1における不作為賠償責任 (3) 

ω本
件
の
作
為
義
務
の
根
拠
は
、
危
険
な
性
格
を
有
す
る
者
を
管
理
す
る

者
は
、
被
管
理
者
の
行
為
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
責
任
を
有
す
る
(
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
一
一
一
九
条
|
危
険
防
止
責
任
)
と
い
う
も
の
、
お
よ
び
、
他

人
か
ら
通
常
の
防
御
の
機
会
を
奪
う
よ
う
な
ま
た
は
危
害
を
加
え
る
可
能
性

の
あ
る
者
と
被
害
者
(
患
者
ま
た
は
外
来
者
)
を
共
同
さ
せ
る
よ
う
な
状
態

で
被
害
者
を
管
理
す
る
者
は
危
険
防
止
(
第
三
者
の
行
為
の
危
険
を
防
止
す

る
と
い
う
意
味
で
の
〉
責
任
ハ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
一
一
一
一

O
条
1

危
険
防
止

責
任
十
安
全
配
慮
・
保
護
責
任
)
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
義
務

の
程
度
は
「
病
院
・
職
員
・
医
師
・
被
傭
者
が
認
識
す
る
患
者
の
肉
体
的

精
神
的
病
状
」
に
基
づ
い
て
判
定
さ
れ
る
。
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
は

①
看
護
人
を
増
員
す
る
こ
と
、
②
拘
禁
室
に
は
特
に
厳
格
な
監
視
体
制
を
敷

く
こ
と
、
③
欠
陥
の
あ
る
拘
束
シ
l
ト
は
使
用
し
な
い
こ
と
、
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

∞
射
程
距
離
本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
六
六
人
の

精
神
病
患
者
に
二
人
の
看
護
人
が
割
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
コ
一

O
分
ご

と
に
巡
回
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
拘
禁
室
自
体
を
特
に
厳

格
に
監
視
す
る
体
制
は
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
@
拘
束
シ

l
ト
か
ら
以
前

に
患
者
が
脱
走
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
ま
た
拘
束
シ
ー
ト
は
修
理
さ
れ
な
い

ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
⑤
加
害
者
が
暴
力
的
傾
向
を
有
し
、
④
の
経

験
が
あ
る
こ
と
が
病
院
側
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
⑥
本
件
加
害
者
と
被
害

者
は
拘
禁
室
に
入
れ
ら
れ
る
前
に
反
目
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
本
件
は
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ

γ
ト
三

一
九
条
・
三
二

O
条
の
典
型
例
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
認
容
例
と
し
て
、

EAUEH-q
戸

ω
S
5・
立
∞

冨仲間口・

8
少

N
S
Z・
J同・
ω・叶
S
2
8
3・
白
内
向
、
島
田
口
σ
ロ
司
自
一

THrぬぐ・

ω
S
F
N
E
〉

3
・
u
z・
4
8噌

H
Z
J円
ω・
日
仏
忌

2
8
3
E
M
g
l

円}MMB
〈・

ω
S
F
Z
O
富山田口・申

8
・
8

z・
J円・

ω・
包

Hm叶
(
H
E
S
E

同

Nog-口問ぐ・

ω
S
H
m
-
h
q
z・
ペ
・

ω'
日
仏
回
目
日
(
(
リ
?
の

-
T
H
E
C

。
。
己
仏

4
・
ω
S
F
H∞
H
Y向仲間円・∞∞
P

怠

Z
・
J同・

ω・
MLω

ロ
(
H
E
C

( 
】.， 
) 
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(〈
)
ω
n
F丘
町
〈
・

ω
S
R
-
∞
豆
町
口
・
包

2
0・
H
S
Z
-
ペ・

ω
-
N仏

Nι
印

〈

HU

日
)
が
あ
る
。

ω以
外
、
い
ず
れ
も
、
暴
力
的
傾
向
を
有
す
る
患
者
に
対
し

て
看
護
人
の
数
の
不
足
を
主
な
理
由
と
し
て
賠
償
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。

)
 
-
l
 
(
 
F
z
r
o
d〉

ω
S
B
は
、
暴
力
的
傾
向
の
知
ら
れ
て
い
る
患
者
が
原
告

め
が
け
て
突
進
し
、
乱
暴
に
突
き
放
し
た
た
め
に
原
告
が
床
に
倒
れ
て
骨
盤

に
ヒ
ピ
が
入
る
と
い
う
恒
久
的
傷
害
を
受
け
た
事
例
で
、

る
六
三
人
の
精
神
病
患
者
を
監
視
し
、
適
正
な
保
護
を
与
え
る
た
め
に
は
三

「
収
容
さ
れ
て
い

九
号
室
に
は
八
名
の
看
護
人
が
必
要
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
名
し

か
割
当
て
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
ち
の
こ
名
は
他
の
職
務
に
ま
わ
し
て
い
た
こ

と
、
お
よ
び
暴
力
的
傾
向
を
有
し
て
い
た
本
件
加
害
者
に
対
し
「
特
別
の
注

意
と
監
視
を
怠
っ
た
こ
と
」
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
該
当
す
る
、
と
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
「
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
わ
た
る
収
容

過
剰
を
州
が
防
止
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
医
師
・
看
護
人
・
病
院
と
は
別
の

精
神
医
療
行
政
自
体
の
暇
統
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

の
類
型
に
お
い
て
は
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
患
者
の
主
観
的
事
情
ハ
暴

カ
的
傾
向
)
に
加
え
て
医
療
制
度
と
い
っ
た
雰
観
的
事
情
が
強
調
さ
れ
る
の

は
、
個
別
・
具
体
的
な
危
険
に
対
し
て
個
別
・
具
体
的
な
回
避
措
置
を
考
え

る
と
い
う
危
険
管
理
責
任
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
よ
り
も
危
険
施
設
の
設

置
・
管
理
と
い
う
行
政
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
在
す
る
危
険
が
発
現
し
た
と
い
う

危
険
責
任
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
且

M
O
R
E
B
〈・∞

g
g
は
面
会
人
が
暴
力
的
傾
向
を
有
す
る
患
者
の
た

め
に
け
が
を
し
た
事
例
で
、
事
故
当
日
面
会
日
で
あ
る
の
に
、
看
護
人
が

「
各
々
他
の
者
が
患
者
を
監
視
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
「
他
人

ま
か
せ
の
事
例

?
S
8
0同
件

。

O
B
c
n
r
白
混
同
自
主
芯
ロ
〉
」
で
あ
る
と
い
う

個
人
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
で
、
本
稿
の
い
う
執
行
・

実
行
行
為
型
責
任
の
典
型
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
制
対
C
印曲目口問〈

ωお
お
に
お
い
て
は
暴
力
的
傾
向
。
か

知
ら
れ
る
五
六
人
の
患
者
に
対
し
て
一
人
の
看
護
人
、
刷
。

g
E
戸

ω
E
円。

に
お
い
て
は
暴
力
的
傾
向
が
知
ら
れ
る
二
八
人
の
患
者
に
対
し
て
一
人
の
看

護
人
の
配
置
が
不
十
分
な
も
の
と
さ
れ
、
刷
で
は
「
精
神
病
院
に
お
け
る
看

護
人
の
不
足
は
刈
の
側
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
行
為
で
あ
っ
た
」
(
傍
点
筆

者
)
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
事
例
は
事
件
を
惹
起
し
た
患
者
の
暴
力
的
傾
向
が
知
ら
れ
て
い
た

事
例
で
あ
る
が
、
暴
力
的
傾
向
は
知
ら
れ
て
い
な
い
小
児
性
分
裂
症
公
立
E
l

z邑田
口
}
岡
山

N
8
F
B
E
)
の一

O
歳
の
少
年
が
他
の
病
室
に
入
り
込
み
、
八

四
歳
の
老
人
を
突
き
倒
し
た
た
め
に
け
が
を
し
た
川

ω口
r
c
R
〈・

ω
E
E

が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
「
少
年
は
さ
ま
ざ
ま
な
病
室
を
走
り
回
る
傾
向
が

北法33(3・308)896 



知
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
「
少
年
は
い
つ
か
は
虚
弱
な
患
者
に
傷
害

を
与
え
る
こ
と
が
合
理
的
に
予
見
さ
れ
る
」
と
い
う
結
論
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
八
四
歳
で
「
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
て
座
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
」
患
者
に
と
っ
て
は
、
暴
力
的
傾
向
を
有
ず
る
患
者
と
同
程
度
に
脅
威

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
例
な
ど
は
、
高
い
危

険
性
を
内
在
さ
せ
た
精
神
病
院
に
入
院
さ
せ
た
場
合
に
、
そ
の
危
険
が
現

実
・
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
た
事
故
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
故
が
「
予
見
可

能
」
な
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
責
任
を
免
れ
え
な
い
、
と
い
う
危
険
責
任
論

ニューヨーク介|における不作為賠償責任 (3) 

の
論
理
で
な
い
と
う
ま
く
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け

だ
し
、
少
年
を
自
室
に
閉
じ
込
め
て
お
く
の
は
困
難
で
望
ま
し
く
も
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
判
決
に
対
す
る
病
院
の
対
応
は
、
入
院
中
の
患
者
の
特
性
・
特

徴
に
応
じ
た
注
意
義
務
を
尽
く
す
、
と
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

患
者
に
よ
る
患
者
に
対
す
る
殺
傷
事
件
の
類
型
に
お
け
る
否
定
例
は
み
あ

た
ら
な
か
っ
た
が
、
患
者
が
コ
ッ
プ
・
電
話
を
投
げ
た
た
め
に
受
傷
し
た
看

護
婦
が
病
院
を
相
手
ど
っ
て
訴
え
を
提
起
し
た
切
己
目
onr
〈
・
司
白
H
W
n
r
g
g
H

の
自
民
国
戸
国
2
1
5「
ω
〉
H
M

匂
ロ
2
・
日
仏
日
印
少

H
m
o
z
・J
円・

ω・日仏
H
H
4

(
H
8
3・
丘
町
民
品

2
・J
円
・
包
∞

2
・

q
h
F
Z・
J

円・

ω・
包

h
q
r
5
0
2・

開
・
日
仏
J

ミ
N

が
参
考
に
な
る
。
本
件
は
「
病
院
が
彼
女
に
対
し
て
注
意
を

換
起
す
る
義
務
を
負
担
す
る
よ
う
な
患
者
の
危
険
な
傾
向
を
知
っ
て
い
た
と

い
う
証
拠
が
な
い
場
合
:
責
任
は
否
定
さ
れ
る
」
公
虫
〉
・
戸
-
H
N

包

HNS〉

と
い
う
注
釈
に
一
例
を
加
え
た
も
の
で
、
発
熱
と
鎮
静
作
用
公
宮
内
同
白
包

括
含
号
ロ
)
の
結
果
、
患
者
が
精
神
病
の
状
態
に
な
り
、
分
別
の
な
い
瞬
間

も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
原
告
と
何
ら
の
も
め
ご
と
を
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、

ま
た
、
暴
力
的
傾
向
を
示
す
こ
と
も
な
く
、
事
故
当
夜
、
静
か
に
し
ろ
と
指

示
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
、
本
件
事
故
を
惹
起
し
た
事
例
で
、

危
険
性
(
暴
力
的
傾
向
)
に
関
す
る
認
識
が
な
い
こ
と
」
お
よ
び
「
突
発
的

事
故
で
あ
っ
た
こ
と
」
が
き
め
て
に
な
っ
て
い
る
事
件
で
あ
っ
た
、
と
思
わ

「
患
者
の

れ
る
。(3) 

ま
と
め

以
上
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
恩
わ
れ
る
。

加
害
者
の
事
故
歴
・
精
神
障
害
の
症
状
・
程
度
(
暴
力
的
傾
向
)
を
病
院

側
が
現
実
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
監
視
体
制
を
敷
い

て
い
な
い
場
合
、
州
は
賠
償
責
任
を
負
う
。

」
の
場
合
「
危
険
性
発
現
の
予
見
可
能
性
」
が
賠
償
責
任
の
判
断
基
準
に

な
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
は
「
特
別
の
監
視
体
制
を
敷
い
て
い
な
い
」

の
は
、
病
院
が
看
護
人
と
患
者
の
比
率
を
約
一
対
三

O
と
し
て
い
た
必
然
的

な
結
果
で
あ
り
、
判
決
が
問
題
と
し
て
い
る
の
も
、
個
々
の
看
護
人
の
ネ
グ

リ
ジ
ェ
ン
ス
と
い
う
よ
り
も
、
病
院
の
機
構
・
組
織
あ
る
い
は
精
神
医
療
行
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政
全
体
の
取
庇
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
結
果
責
任

を
認
め
た
も
の
か
ど
う
か
問
題
に
な
る
が
、
本
類
型
で
は
危
険
責
任
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
容
を
含
め
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
本
稿
は

そ
う
し
た
立
場
を
採
用
し
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、
看
護
人
と
患
者
の
比
率
に
関
す
る
病
院
側
の
政
策
判
断
で

あ
る
一
対
三

O
と
裁
判
所
側
の
一
対
八
(
F
z
r
o
事
件
参
照
)
の
判
断
を
我

国
の
「
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
」

(
医
療
法

施
行
規
則
・
昭
和
二
三
年
度
厚
令
第
五

O
号
」
と
比
べ
る
と
‘

比
率
は
い
か
に
も

d
著
し
く
不
合
理
H

と
感
じ
ら
れ
る
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
一
九
七
四
年
の
資
料
で
は
、
公
立
精
神
病
院
で
は
一

0
0
0名
の
患
者

一
対
三

O
の

に
対
し
一

O
六
名
の
専
門
職
員
、
私
立
精
神
病
院
で
は
五

O
二
名
、
総
合
病

院
の
精
神
科
部
門
で
は
四
二

O
名
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
仙
波
恒

雄
・
高
橋
光
彦
『
ア
メ
リ
カ
の
精
神
医
療
』
(
星
和
書
庖
・
一
九
八

O
)
六

五
一
良
〉
こ
と
、
第
二
に
、
病
院
側
は
一
人
一
人
の
患
者
の
治
療
・
保
護
の
義

務
を
契
約
あ
る
い
は
強
制
入
院
と
い
う
形
で
引
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
作
為
義
務
の
根
拠
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

H

高
度
の
危
険

を
内
在
す
る
患
者
と
二
絡
の
病
院
に
入
れ
る
と
い
う
積
極
的
と
い
う
に
近
い

加
担
・
加
功
が
あ
り
、
高
度
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
H

と
考
え
ら
れ
る
こ

と
、
第
一
一
一
に
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
精
神
病
院
関
係
で
は
、
警
察
関
係
と
は

ち
が
っ
て

ω事
故
防
止
の
た
め
の
費
用
(
人
件
費
)
は
あ
る
程
度
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
仰
あ
る
程
度
の
費
用
を
か
け
れ
ば
事
故
自
体
を
未
然
に
防
止

で
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
ハ
防
止
措
置
の
比
較
的
な
限
定
性
・
効
果
の
期

待
可
能
性
U

、
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
は
、
問
題
の
成
立
態
様
・
類
型
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ラ

エ
テ
ィ
が
あ
り
、
程
度
の
差
も
あ
る
と
は
い
え
、
精
神
病
院
関
係
の
他
の
類

型
に
も
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

tコ

患
者
の
自
殺
・
白
傷
行
為

「
被
害
者
〈
患
者
)
の
事
故
歴
・
精
神
障
害
の
症
状
・
程
度
(
自
殺
・
自
傷

的
傾
向
)
を
病
院
側
が
現
実
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
特

別
の
監
視
体
制
を
敷
い
て
い
な
い
場
合
、
川
は
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て
豆

E
Rロロ
4
・
ωE0・H
戸

冨
E
n
・

B
P
H
U
Z・
4
・
ω・日仏

hHapsu)
が
あ
る
。

事
実
の
概
星

本
件
事
故
が
発
生
し
た
の
は
、
プ
ル
ッ
ク
リ
ン
州
立
病
院

〈∞
8
0
E
U『ロ

ω
S
Z
同
C
目
立
芭
)
で
あ
る
。
本
件
被
害
者
(
自
殺
患
者
)
は
、

梅
毒
脳
膜
炎

3
3
E
U
室
。
ロ
山
口
問
。
開

R
8
E宮
町
〉
|
脳
梅
毒
と
同
じ
で
、

偏
執
病
タ
イ
プ
の
早
発
性
痴
呆
(
り
め

g
g
E
H
V
H
H
B
H
C同
任
。
宮
田
口
忠
弘
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、H，u
『
司
巾
〉
の
症
状
を
呈
す
る

i
で
入
院
し
た
も
の
で

入
院
中
看
護
人
に
対

し
て
暴
行
を
加
え
た
た
め
に
、
特
に
落
ち
着
き
が
な
く
・
混
乱
状
態
に
あ

り
・
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
す
る
患
者
用
の
二
四
病
棟
に
収
容
さ
れ
、
自
傷
・

他
害
の
虞
れ
が
あ
る
た
め
に
厳
重
な
監
視
体
制
を
敷
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
保
護
シ

l
ト

守

B
Z
2
2何
回

Z
2
)
に
寝
か
せ
ら
れ
た
つ
二
月
二
四

白
〉
。
二
四
病
棟
に
収
容
さ
れ
て
か
ら
の
六
日
間
(
一
二
月
二
九
日
ま
で
)

は
極
端
に
不
機
嫌
で
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
口
ば
し
っ
た
り
、
非
常

な
興
奮
状
態
に
あ
っ
て
、

一
二
月
二
九
日
に
は
、
ま
る
で
落
ち
着
き
の
な
い

状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
晩
、
被
害
者
は
、
四
八
の
寝
台
を
有
し
、
さ
ま
ざ
ま

(3) 

な
タ
イ
プ
の
重
度
燥
病
患
者
の
い
る
共
同
寝
室

2
0口
巳

s
q
)
に
寝
て
い

ニュ}ヨーク升lにおける不作為賠償責任

た
。
こ
の
共
同
寝
室
の
そ
ば
の
病
室
に
は
五
八
な
い
し
は
六

O
人
の
同
種
の

症
状
の
患
者
が
い
た
が
、
二
人
の
看
護
人
は
、
午
前
五
時
か
ら
六
時
一
五
分

ま
で
、
そ
の
病
室
の
拘
束
シ

1
ト

(Hg件
5
5口山口
m
m
r
o
R
C
を
取
り
換
え

る
仕
事
を
し
て
い
て
共
同
寝
室
の
監
視
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
六
時
一
五
分

頃
、
本
件
被
害
者
が
首
吊
り
自
殺
を
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。

同
国
一
「
共
同
寝
室
の
四
八
名
の
患
者
を
適
正
に
監
視
し
な
か
っ
た
点
で
、

川
川
は
不
注
意
か
つ
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
共
同
寝
室
を
含
む
病
棟
に

お
い
て
二
名
の
看
護
人
と
い
う
の
は
、
本
件
状
況
下
に
お
い
て
被
害
者
に
与

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
直
接
か
っ
十
分
な
注
意
と
は
い
え
な
い
。
後
は
自

傷
的
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち

一
日
中
「
落
ち
つ
か
な
」
か
っ
た

し
、
ま
た
、
死
亡
の
数
時
間
前
に
は
さ
ら
に
ひ
ど
い
落
ち
着
き
の
な
さ
で
あ

っ
た
|
|
「
興
奮
し
た
様
子
で
歩
き
回
っ
て
い
た
〔
毛
色

r
E
石

S
L

L
c
d
匂
口
〉
」
。
彼
の
一
般
的
な
精
神
状
態
は
共
同
寝
室
の
看
護
人
お
よ
び
病
院

当
局
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
」
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
看
護
の
な
い
状
態
に

放
置
し
た
の
は
、
注
意
を
委
託
さ
れ
た
者
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

共
同
寝
室
お
よ
び
被
害
者
に
は
直
接
の
監
視
体
制
が
必
要
で
あ
っ
た
。
共
同

寝
室
の
患
者
は
、
た
と
え
す
べ
て
の
者
が
寝
て
い
る
早
朝
に
あ
っ
て
も
、
看

護
人
不
在
の
状
態
で
放
置
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
事
情
の

下
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
簡
単
に
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
被

害
者
に
対
す
る
監
視
体
制
は
全
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
冨
白
同
民
民
間
}
四

〈
-
ω
g
g
-
M
S
Z・J
円

-
E
P
H
3
2・
HW・
2
3
4
2
F
2
0
4・
ω
S
F
E∞

F
B田口・∞
N
N
2
2・J
同・

ω・
2
2
ω
宮仲間吋
0
4・
ω
g
F
H
B
宮
町
口
・
凸
∞
-

日

Z
・J
同・

ω・
包
4
U
J
1
・
治
療
の
際
に
限
ら
ず
被
害
者
を
保
護
す
る
に
際
し
て

も
当
人
の
白
己
保
護
能
力
安

z
z
q
g
℃

B
i母
沙
門
立
ω

D
耳ロ

g
r
q
)

に
比
例
し
た
、
合
理
的
な
注
意
と
用
心
を
す
る
こ
と
が
州
の
義
務
で
あ
る
。

問
。

σ
2
E
Cロ
〈
・
円
ur月
-g
回・、吋
O
唱ロ
ω
出
。
担
問
】
伊
丹
田
f

H
寸
∞
〉
同
省

-u-4・
N
∞印・

戸田印

2
・J
円

ω

H

4

・
被
害
者
の
死
に
つ
な
が
っ
た
事
故
は
、
単
な
る
可
飽
性

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
合
理
的
に
予
期
さ

北法33(3・311)899 



研究ノート

れ
る
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
そ
れ
は
自
殺
偏
執
病
の
患
者
か
ら
予

期
さ
れ
ま
た
予
期
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て

は
、
被
害
者
の
死
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
州
は
責
任
を
負
う
。
」

ω本
件
の
作
為
義
務
の
根
拠
は
、
自
己
保
存
な
い
し
自
己
保
護
能
力
を
欠

く
者
の
管
理
を
引
受
け
た
者
の
安
全
配
慮
な
い
し
保
護
責
任
(
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
三
二
四
条
)
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
義
務
の
程
度
は
「
当
人
の

自
己
保
護
能
力
に
比
例
し
た
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
為
義
務
の

内
容
と
し
て
は
、
共
同
寝
室
に
厳
重
な
監
視
体
制
を
敷
く
こ
と
、
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。

ω射
程
距
離

本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
本
件
被
害

者
が
自
傷
・
他
害
の
傾
向
を
有
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
特
別
の
病
棟
に
収
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
事
故
当
日
特
に
異
常
な
行
動
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ

と
、
@
こ
れ
ら
の
事
実
を
病
院
側
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
④
早
朝
に
約
一

時
間
以
上
に
わ
た
り
監
視
を
怠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

以
上
「
自
殺
の
蓋
然
性
が
相
当
程
度
存
在
し
、
こ
れ
を
病
院
側
が
認
-
識
し

て
い
る
(
そ
の
た
め
に
特
別
病
棟
に
移
し
て
厳
格
な
監
視
体
制
を
敷
く
こ
と

に
し
た
ど
と
い
う
点
に
お
い
て
自
殺
・
自
傷
類
型
の
典
型
と
い
え
る
が
、
一

時
間
以
上
に
わ
た
る
放
置
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
通
常
は
睡
眠
中
と
考
え
ら

れ
る
時
間
帯
に
発
生
し
た
事
故
で
あ
る
点
に
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
的
認
容
例
と
し
て
(
こ
り
C
巧
〈
・

ω
S
F
g
z・

J

円・

ω・
M
仏

E
N
(
0
.
2
F
W
H
E
C
伺
否
定
例
と
し
て

)nm同ロロ
c
d、・

ω
S
F
S
〉
宅
ロ
ヨ

M
L
S
Jア
NUAHZ・J
円・

ω・
包

ω
O
(
5
g〉
(
民

)
N
E
S

ぐ-∞同国同
0
・印
M

Y
向

-ω

口
・
日
仏
∞
坦
]
ケ

N
3
2
J円
ω・
日
仏
印
同
日

(
5
2
)
宙
)

回
り

2
ロ
田
口

L
R
〈・

ω
S
F
A
F印
〉
同
】
}
)

ロ-
4
・
M
L
H
N印噌印日目

Z
・J
同・

ω・日仏

さ
∞

(
H
S
C
が
あ
る
。

ω
ロC
唱
〈
・

ω冨
お
は
、
自
殺
未
遂
後
検
査
を
受
け
て
入
院
し
た
患
者

が
三
時
間
半
以
上
拘
束
シ

l
ト
に
無
監
視
の
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る
間

に
、
こ
の
シ

I
ト
か
ら
脱
し
、
シ
ー
ト
の
皮
ひ
も
を
利
用
し
て
首
吊
り
自
殺

を
し
た
と
い
う
事
件
で
「
患
者
は
二
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
拘
禁
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、
拘
禁
状
態
に
あ
る
患
者
は
少
な
く
と
も
一
時
間
ご
と
の

巡
回
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
病
院
自
ら
が
決
定
し
た
規
則
に
違
反
し
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本

稿
の
い
う
執
行
・
実
行
行
為
型
の
賠
償
責
任
が
認
容
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
伸
否
定
例
は
「
予
見
可
能
性
が
な
い
」
こ
と
お
よ
び
「
過

重
な
負
担
(
予
防
措
置
)
を
病
院
に
課
す
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
主

た
る
理
由
と
し
て
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
。
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す
な
わ
ち
、
川
の
一
日
ロ

5
4・
ω
Sお
は
、
精
神
病
患
者
が
二
階
の
窓
か
ら

飛
び
降
り
自
殺
を
し
よ
う
と
し
て
け
が
を
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
毎
日
薬
を

投
与
さ
れ
て
い
た
が
何
ら
の
自
殺
的
傾
向
を
示
さ
な
い
で
い
た
場
合
州
は
責

任
を
負
担
し
な
い
と
さ
れ
、
川
山

N
ロ
E
4・
ω
g
g
に
お
い
て
は
、
議
官
改
が

診
断
さ
れ
(
岳
同
開

gmm門回目口岡田
V
5
8
B
S
C
再
発
の
徴
侯
が
見
ら
れ
ず

(
間

Z
8
8
0同門回目門出口門戸
D
ロ
C

同
H
R
R
H
B門
司
自
聞
き
る
「
何
ら
の
自
傷
傾

向
を
一
が
さ
な
か
っ
た
」
場
合
に
は
、
賠
償
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
さ
れ

て
い
る
。

ニューヨーク外|における不作為賠償責任 (3) 

以
上
は
予
見
可
能
性
の
有
無
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
が
、
過
重
な
予
防
措

置
の
要
求
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
を
要
求
し
た
場
合
は
患
者
自
身
に
対
す
る

人
権
侵
害
と
な
る
(
特
に
病
状
の
回
復
に
悪
影
響
を
与
え
る
〉
と
す
る
も
の

に
凶

F
E
E
L
m
N
〈・

ω
g
g
が
あ
る
。
こ
の
事
例
は
「
自
殺
的
傾
向
を
有

ず
る
患
者
に
は
密
着
し
た
監
視
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
患
者
が
眠
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
問
、
五
分
間
監
視
を
解
い
た
こ
と
」
は
賠
償
請
求
の
根

拠
と
な
ら
な
い
と
述
べ
、
入
手
先
の
不
明
な
毒
薬
で
自
殺
し
た
事
件
で
あ
る

出
町
田
『
〈
・

ω
g
F
∞
Z
・J
同・日仏

HNU・
M
C
M
Z・J
同・

ω・
包
凶
器
咽

MU∞-
H
g

z-HW・
日
仏
臼
叶
N
.

∞
斗

ω
・
の
次
の
部
分
を
引
用
す
る
。

コ
日
中
、
二
四
時
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
不
幸
な
男
の
す
べ
て
の
挙
動
を

監
視
す
る
た
め
の
被
傭
者
を
州
は
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
夜
間

に
何
度
も
起
床
さ
せ
、
ベ
ッ
ト
を
捜
索
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

ス
の
証
拠
と
は
思
わ
れ
な
い
。
精
神
病
施
設
が
本
件
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
す
べ
て
の
事
前
措
置

E
H
R
E
P
S乙
を
要
求
さ
れ
、
こ
う
し
た
判

断
の
微
妙
な
誤
り
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
な
ら
ば
、
患
者
は
病
状
の

回
復
に
有
用
た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
麻
布
製
拘
束
服

3
R
m
r
y
n
r
ε
な

い
し
は
そ
の
他
厳
格
な
監
視
状
態
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

ま
と
め

以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

qu 
被
害
者
ハ
患
者
〉
の
事
故
歴
・
精
神
障
害
の
症
状
・
程
度
(
自
殺
・
自
傷

傾
向
)
を
病
院
側
が
現
実
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
特
別

の
監
視
体
制
を
敷
い
て
い
な
い
場
合
、
州
は
賠
償
責
任
を
負
う
。

患
者
の
自
殺
・
自
傷
を
防
止
す
る
行
政
の
作
為
義
務
の
根
拠
は
、
契
約
・

強
制
入
院
に
よ
っ
て
要
保
護
性
の
高
い
者
の
身
柄
を
引
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
特
別
の
関
係
が
発
生
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
他
の
患
者

に
対
す
る
暴
行
、
後
述
す
る
脱
走
後
の
暴
行
事
例
と
比
べ
る
と
、
被
害
者
自

門

6
)

身
の
行
動
に
よ
っ
て
直
接
惹
起
さ
れ
た
事
故
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
決
定
的

に
異
な
っ
て
い
る
。

「
被
害
者
自
身
が
自
ら
惹
起
し
た
事
故
で
あ
る
」
と
い

う
事
実
が
「
寄
与
過
失
(
の

B
E
E
s
q
E色町
m
g
n
o
)」
に
な
ら
な
い

(
参
照
河
口
弘
同
町
ぬ

5
N
4・
ω
S
F
臼印印

2
・J
円・

ω-MLSM-
由

H由
(
5
2
)
)
の

は
当
然
だ
が
(
そ
の
た
め
に
入
院
が
必
要
で
あ
る
)
、
こ
の
事
実
が
「
裁
判
所

北法33(3・313)901 
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は
死
傷
が
自
ら
の
手
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
例
よ
り
も
、
第
三
者
の
死

傷
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
積
極
的
に
賠
償
を
認
め
て
い
る
」
と
い
う
見
解

(
Z
c
F
ピ白
z
z
q
o同
冨
四
三
曲
目
出
2
1
s
r
F
H
〉口

Z
c
r
r
m
R
E丘
町
民
団

国ロ向日
R
H
V
O
C唱
。
ロ
ロ

SHE--n予
可
〈
白
・
岡
、

.HN2・
5
p
H
2
0巧
む
)

の
発
生
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
見
解
に
賛
成
の
立
場
を
採
る
も
の
で
は
な
い
が
、
裁
判
所

の
態
度
に
関
す
る
こ
の
説
は
、
こ
う
し
た
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
理

由
を
次
の
二
個
の
根
拠
に
あ
る
、
と
す
る
。
第
一
は
、
患
者
の
自
傷
(
閉
め
-
T

r
a
z
o
z
c口
〉
の
傾
向
を
監
督
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
自
殺
・
自
傷
は

偶
然
性
が
高
い
こ
と
、
第
二
は
、
裁
判
所
は
精
神
障
害
者
に
対
す
る
損
害
よ

り
も
コ
ミ
ュ

l
ニ
テ
ィ
の
成
員
に
対
す
る
損
害
を
重
大
な
も
の
と
考
え
、
精

神
障
害
者
自
身
の
行
動
を
予
防
す
る
よ
り
も
第
三
者
を
保
護
す
る
と
い
う
よ

り
大
き
な
義
務
を
病
院
に
課
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
よ

う
に
コ
ミ
ュ
!
ニ
テ
ィ
の
保
護
を
強
調
す
る
こ
と
は
治
療
シ
ス
テ
ム
令
rol

g
宮

E-nω
可
田
丹
司
自
白
内

g
B
)
よ
り
も
管
理
シ
ス
テ
ム

(
n
g
g仏
正
月
百
件
。
ョ

。同

g
B
)
に
適
合
す
る
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。

第
一
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
偶
然
性
に
つ
い
て
「
予
見
可
能
性
が

な
い
」
と
し
て
請
求
を
棄
却
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
手
法
は
、
他
の
患
者
に

対
す
る
暴
行
事
例
に
比
し
て
特
に
被
害
者
に
不
利
な
判
定
を
し
て
い
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。

第
二
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
損
害
の
露
大
さ
に
対
す
る
価
値
基
準
が
異
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
患
者
に
対
す
る
暴
行
事
例
で
は
、
あ
る
程

度
積
極
的
に
危
険
状
態
に
お
い
た
と
い
う
加
担
・
寄
与
が
認
め
ら
れ
る
し
、

脱
走
後
の
暴
行
事
例
で
は
、
何
ら
責
め
ら
れ
る
べ
き
点
の
な
い
被
害
者
が
重

大
で
、
偶
然
の
被
害
に
遭
遇
し
た
と
い
う
正
義
の
観
念
が
基
調
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
行
政
の
責
任
が
加
重
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
脱
走
例
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
責
任
が
拡
大
さ

れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
は
後
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

「
非
施
設
包
巾

FSH-PECE-55ロ
と
あ
る
い
は
「
開
放
化

(
D
宮
口
仏
C
D
門
間
百
円
山
口
可
)
」
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
裁
判
所
の
態
度
は
「
不
幸

に
も
j
i
-
-
-
第
三
者
が
登
場
す
る
事
例
で
は
管
理
シ
ス
テ
ム

(門口丘一
D
仏山田-

ω同
問
円
相
同
国
)
を
促
進
す
る
」
と
い
う
評
価
は
、
た
だ
ち
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い

こ
と
は
、
二
付
退
院
許
可
を
受
け
て
い
る
事
例
で
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

二
、
病
院
外
部
で
事
故
が
発
生
し
た
事
例

本
稿
は
、
こ
の
事
例
を
、
ハ
円
退
院
許
可
を
受
け
て
い
る
事
例

同
脱
走
の

事
例
に
分
類
す
る
。
付
と
件
と
は
医
師
の
専
門
的
判
断
が
介
在
す
る
か
否
か

の
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
開
放
化
政
策
と
の
関
連
で
、
実
務
に
お
い
て
も
そ

北法33(3・314)902 



う
し
た
区
別
が
決
定
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

付

退
院
許
可
を
受
け
て
い
る
事
例

こ
の
類
型
で
は
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
の
が

ω一
般
原
則
で
、
認
め

ら
れ
る
の
が
伺
例
外
で
あ
る
た
め
、
最
初
に
一
般
原
則
を
説
明
し
、
次
に
例

外
を
紹
介
す
る
と
い
う
手
順
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

ω
一
般
原
則
「
医
師
が
患
者
に
対
し
て
注
意
・
技
術
・
知
識
を
動
員

し
て
接
し
た
場
合
、
善
意
に
よ
る
判
断
の
誤
り
公
ゲ

O
E
出
母
巾
ロ
2

0『

(3) 

}ロ仏間四
B
E
C
か
ら
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
」

Q
∞
〉
-
H
E

m-
臼島斗{}帥〉。

ニ具ーヨーク州における不作為賠償責任

た
と
え
ば
、
退
院
許
可
を
受
け
た
患
者
が
刺
殺
事
件
を
惹
起
し
た

ω
r

耳
品
回
目
内
〈

ω
g
z
w
M
O印
F
日
田
口
品
。
寸

w
同日由

Z
・
J同
ω・
包
申
M
(
H
8
3・
阻
害
-

内
同
町
田
目
、
仏
(
〉
同
省

-
g
4・)
H
2
z・J
同
・
∞
-
M
L
K
H
印
印
公
自
品
)
で
は
「
医
師

が
最
良
と
考
え
た
処
置
を
と
っ
た
な
ら
ば
単
な
る
判
断
の
誤
り
(
曲
目
白
白

2
3同
C
同宮内凶

mosgC
で
は
責
任
を
負
わ
な
い
」
、
同
じ
く
、

ω?
の

gHmm

d

ア

ω
g
z
w
M∞
∞
〉
宅
・
口
町
-Mh印
w
H
M寸
Z
・
J円
・
∞

M
L
E
J可
(
同
申
印
6
・

品
、
仏
∞
O∞
Z
.
J同・

2
H
-
H
E
Z
.
何・

M
L
S
o
p
s
C
で
は
「
資
格
・
能

力
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
専
門
的
判
断
の
誠
実
な
誤
り

2
0
5丘

2
8虫
色
目

VHora-oロ白
-
E仏
mgM巾
ロ
件
目
白
色
j

巾
ゲ
可
心
ロ
恒
三
日
色
白
ロ
L
n
O
B
i

胃

g
ロ仲間
5
5
0ロ
凶
〉
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

根
拠
と
し
て
は
、
以
上
述
べ
た
医
師
の
判
断
の
専
門
性
に
加
え
て
、
社
会
復

帰
は
治
療
上
有
効
で
あ
る
こ
と
、
退
院
に
よ
っ
て
病
状
が
軽
快
す
る
可
能
性

の
あ
る
患
者
を
不
必
要
に
病
院
内
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
(
前
述

ω与
耳

grdア
ωSH0・
T
の
g
a四
〈
・

ω
g
z
-

d
s
s
z
ω
4・
ω
S
F
g
豆町内
γ

包
白
日
少
沼
田
]
〆
『
・

J円・

ω-M匂
品
凶
由
〈
忌

四∞
Y
叶，田町間〈・

ω
g
5・
H喧
〉
MV
日M
-
U
F
4
・
M
L
H∞
MW
立
H
Z・
J円・

ω
-
M門同

会
印

(
5
8
)
)。
特
に
、
開
放
化
政
策
〈
C
宮
口
守
三
官
民
ロ
可
)
が
有
効
な
治

療
手
段
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
政
策
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
述
べ
た

ω
g〈可〈・

ω
g
F
M
H
〉
弔
・
門

vz・
ML
主印・

8
0
Z
-

ぺ
ω・
包
∞
寸
寸

(
H
S
C
-
∞
問
、
仏
弓

Z
・
J同・

ω-M牛
由
3
・
M
3
2・
J円・
ω

包
品

8
・
M
5
2・何
-
M
L
R印
公
吉
田
)
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
ま

と
め
て

ω
∞
〉

-rHN
包
苫
印
の
論
者
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
公
衆
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
精
神
病
の
治
療
は

厳
密
な
科
学
で
は
な
い
。
施
設
外
へ
の
社
会
復
帰
今
各
国

E
E包
括
己
岳
∞
)

は
望
ま
し
い
治
療
目
標
で
あ
る
。
精
神
病
患
者
に
み
ら
れ
る
時
々
の
不
安
定

な
行
動
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
公
衆
に
対
す
る
一
定
の
危
険
性
は
す
べ
て

の
患
者
の
退
院
に
本
来
的
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
危
険

性
は
、
軽
快
し
た
な
ら
ば
、
社
会
に
復
帰
す
る
と
い
う
患
者
の
必
要
性
と
衡

北法33(3・315)903 
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量
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

以
上
の
よ
う
に
医
師
の
判
断
の
専
門
性
・
治
療
上
の
有
効
性
・
患
者
の
社

会
復
帰
の
人
権
を
強
調
す
る
見
解
と
は
別
に

「
予
見
可
能
性
が
な
い
」
と

し
た
国
高
田
H
E
〈・

ω
S
F
N品
〉
・
巴
・
M
【同区斗・

N印
白

Z
.
J『・

ω
-
N門
-
N
E

(
呂
田
町
)
が
あ
る
。

(2) 

例
外

こ
の
事
例
と
し
て
三
回
0
5
2白〈・

ω
s
z・
3
呂
町
n
・
日
仏
坦
斗
N
W

日出
H

Z
-
J同-
m

M

L

∞M
O
(
H
U
E
)
(
出)一玄口の

O
L
〈・

ωE0・
2
2・
8
8
ι
1
2

(7) 

(
Z
.
J円・
(

U

同・
0.L1巾ゲ・斗
.
H
u
g
u
が
あ
る
。

川
河
司
自
由
同
四
〈
・

ω
E
Z
は
、
退
院
許
可
を
受
け
て
退
院
し
た
患
者
が
傷

害
事
件
を
惹
起
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
審
査
会

((UOBEg-D口
三

P
H
g

官
官
宮
田
片
岡
即
印
丹
田
)
の
退
院
許
可
(
一
九
七
二
年
二
月
七
日
〉
後
に
当
該
患
者
が

暴
力
的
傾
向
を
示
し
た
(
一
九
七
二
年
二
月
一
一
一
一
一
日
|
審
査
会
の
決
定
の
一

六
日
後
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
再
び
審
査
会
を
開
く
こ
と
な
く
退
院

さ
せ
た
(
一
九
七
二
年
三
月
二

O
日
〉
こ
と
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
専
門
的
判
断
を
直
接
審
査
す
る
と
い
う

方
法
は
回
避
し
、
「
審
査
会
の
召
集
令

Z
S
S
E
-ロ
関
口
同
手
刊
の
D
E
B
-印・

回
目
。
ロ
〉
」
と
い
う
「
行
政
的
行
為
守
口
包

g
z
z
s
z
s
R
C」
を
と
ら
え

て
問
題
を
解
決
し
た
も
の
で
あ
る
。

}
 

“

u
 F
P
(リ

D
L
〈・

ω
E
H白
は
、
仮
退
院
〈
ncロ
g
-
2
8
E
一E
Z〉
し
た

患
者
が
殺
人
未
遂
を
惹
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
患
者
は
偏
執
的
精
神
分

裂
病
(
田
宮
S
E
E
R
F
H
N
O
Z
B
E
n
)
で
入
院
し
、
自
殺
・
他
害
の
傾
向

を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
差
同
改
が
み
ら
れ
た
た
め
、
特
殊
な
薬
剤
を

服
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
薬
剤
が
切
れ
て
、
患
者
が
補
給
を
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

病
院
は
こ
れ
を
無
視
し
1

1
病
院
は
薬
が
切
れ
る
と
患
者
が
入
院
前
の
状
態

に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
!
ー
に
た
め
に
、
数
週
間
後
本
件
事
件
を
慈
起

し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
患
者
の
薬
剤
を
補
給
し
な
い
こ
と
、
ま
た

そ
の
代
り
に
再
発
の
可
能
性
を
検
査
し
な
か
っ
た
こ
と
、
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
認
め
て
い
る
。

(3) 

ま
と
め

以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

医
師
の
善
意
の
ま
た
は
誠
実
な
専
門
的
判
断
に
つ
い
て
州
は
賠
償
責
任
を

負
わ
な
い
が
、
判
断
の
下
さ
れ
た
後
に
特
別
の
事
情
が
発
生
し
た
(
暴
力
的

傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
)
場
合
ま
た
は
退
院
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
措
置

(
薬
剤
の
投
与
)
の
執
行
・
実
行
を
怠
っ
た
場
合
に
は
賠
償
責
任
を
負
う
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
態
度
は
、
開
放
化
政
策
と
の
関
連
か
ら
見
た
場
合

に
、
患
者
の
治
療
の
判
断
に
つ
い
て
手
ぱ
な
し
で
医
師
に
託
ね
る
こ
と
も
な

く
、
ま
た
、
開
放
化
政
策
に
逆
行
し
、
管
理
化
の
方
向
に
行
政
を
導
く
と
い
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う
も
の
で
も
な
く
、
事
例
に
応
じ
た
適
切
な
判
断
を
下
し
て
い
る
、
と
評
価

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

tコ
脱
走
の
事
例

L 、
る「
に加
も害
か者
か(
わ及
らび
ず被
害
何者
ら)

特の
別脱
の走
監傾
視肉
体を
制病
を院
敷側
し、 カミ
て現
い突
なに
し、認
場識
合し
、て

州
は
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

(3) 

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て
守
口

g
〈
・
∞
雷
同
0
・
凶
白
J
1

〉
苫
・

0
2・

M

2

・
8
Z
'
J〔

ω・
M
L

品
。
悼
公
定
∞
)
が
あ
る
。

ニューヨーク州における不作為賠償責任

事
呉
川
順
風
一

(出
Z
L
E
口
問
宮
市
同
∞
宮
門
町
田
S
宮
g-)
か
ら
脱
走
し
た
精
神
病
患
者

px-

各
国
丘
が
、
H
i
c
己
回
目

H
r
8
3
5
市
へ
行
き
、
被
害
者
同

g
g
宅
を
訪
問
し
、

本
件
は
カ
ギ
を
使
用
し
て
ハ
ド
ソ
ン
川
州
立
病
院

ド
ア
ベ
ル
の
土
日
で
外
に
出
て
き
た
被
害
者
を
倒
し
、
頭
部
を
石
で
な
ぐ
っ
て

傷
害
を
与
え
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
暴
行
時
、
加
害
者
は
三

O
歳
で
、
性
格
は
、
だ
ら
し
な
く
、
興
奮
し

や
す
く
、
怠
け
者
、
暴
力
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
証
言
は
性
的
倒

錯
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
症
状
は
、
精
神
病
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
す
な
わ
ち

興
奮
を
伴
う
精
神
病
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
知
能
は
一
一
歳
児
程
度
で
、
病
院

側
は
精
神
薄
弱
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
判
断
し
て
い
た
。

本
件
加
害
者
は
、
一
九
三
七
年
九
月
中
、
脱
走
の
徴
候
を
示
し
、

に
は
患
者
に
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
三
七
年
九
月
二
一

日
か
ら
一
一
一
月
九
日
に
か
け
て
、
暴
力
的
傾
向
を
有
す
る
患
者
お
よ
び
脱
走

の
徴
候
を
示
す
患
者
を
よ
り
一
一
層
厳
重
に
監
視
す
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
一 月

八
号
室
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
後
、
危
険
性
の
小
さ
い
患
者
が
収
容
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
一
九
号
室
に
移
さ
れ
た
が
、
こ
の
病
室
に
は
一
一
二

五
人
の
患
者
が
入
っ
て
お
り
、
監
視
し
て
い
る
看
護
人
は
一
名
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
看
護
人
は
常
時
監
視
体
制
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
加
害
者

が
脱
走
し
た
時
間
帯
で
あ
る
八
時
か
ら
八
時
半
に
か
け
て
は
不
在
で
あ
っ

た
。
こ
の
脱
走
は
九
時
二

O
分
頃
ま
で
病
院
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

加
害
者
が
脱
走
に
利
用
し
た
カ
ギ
は
病
院
が
紛
失
し
た
も
の
で
、
加
害
者

の
証
言
で
は
、
温
室
の
ゴ
ミ
箱
の
中
か
ら
手
に
入
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
医
師
の
証
言
で
は
、
加
害
者
が
カ
ギ
を
所
持
し
た
こ
と
が
脱
走
の
刺
激

と
な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

潮崎一

る
精
神
病
患
者
か
ら
コ
ミ
ュ

1
ニ
テ
ィ
を
保
護
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。

「
州
は
公
衆
の
保
険
者
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
管
理
下
に
あ

「
白
痴
あ
る
い
は
精
神
機
能
を
奪
わ
れ
た
、
そ
の
限
度
で
不
幸
な
者
に
関
す

る
管
轄
は
州
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
身
の
混
乱
し
た
精
神
病
に

北法33(3・317)905 
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よ
る
行
為
か
ら
そ
の
身
体
・
財
産
を
守
る
こ
と
は
州
の
義
務
で
為
る
。
」

ω同M
G
H
N
白
〈

-
C
2
g
g
ω
同
三
口
問
的
回
国
ロ
}
F
H
由
M
2
4・∞
-
z
w
∞品

Z-HW-

kHgwho∞
・
本
件
の
証
拠
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
唯
一
の
推
論
は
、
州
が
そ
の

職
員
お
よ
び
被
傭
者
を
通
じ
て
施
設
の
数
名
の
患
者
の
精
神
状
態
に
照
し
て

合
理
的
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。」ω本
件
で
は
、
精
神
病
患
者
を
脱
走
さ
せ
た
こ
と
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に

該
当
す
る
か
、
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
の
作
為
義
務
の
根
拠
は
、
川

危
険
な
性
格
を
有
す
る
者
を
管
理
す
る
者
の
危
険
防
止
責
任
〈
リ
ス
プ
イ
ト

メ
ン
ト
一
三
九
条
〉
お
よ
び
凶
要
保
護
性
の
高
い
者
を
管
理
す
る
者
の
保
護

責
任
(
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
三
二
四
条
)
で
あ
り
、

「
精
神
状
態
に
照
し
て

合
理
的
に
要
求
さ
れ
る
」
程
度
の
注
意
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
本
件
で
は
、

危
険
防
止
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
危
険
防
止
措
置
の

内
容
と
し
て
は
、
本
件
の
判
旨
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
事
実
認
定
か
ら

そ
れ
を
推
測
す
る
と
、
伸
一
三
五
人
の
患
者
に
対
し
て
一
名
の
看
護
人
の
比

率
は
小
さ
す
ぎ
、
少
な
く
と
も
看
護
人
の
不
在
の
時
を
な
く
す
よ
う
人
員
を

増
員
す
る
こ
と
、

ωカ
ギ
を
紛
失
し
た
場
合
に
は
早
急
に
錠
を
取
換
え
る
べ

き
こ
と
、
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ω本
件
の
射
程
距
離

本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
本

件
加
害
者
の
脱
走
・
暴
行
の
傾
向
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
し
か
し
、
そ

の
後
病
院
の
判
断
に
よ
っ
て
軽
度
の
患
者
用
の
病
室
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ

@と

事d
者」
d、の

話痘
用 z
上患
t 者
μ と
ギ亘

丘量
刑入
院 m

側立
が芯

実E
し=
たミコ

品蒜
で吋で

き五
ごつ

Eた
⑤え

こ
の
カ
ギ
の
所
持
が
本
件
加
害
者
と
な
っ
た
患
者
の
脱
走
を
刺
激
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
⑥
病
院
側
は
カ
ギ
の
紛
失
後
何
ら
の
措
置
も
講
じ
て
い
な
い

こ
と
、
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
本
件
は
行
政
に
加
担
・
寄
与
の
み
ら
れ
る
事

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
仰
認
容
例
と
し
て
主
玄
白
円
Z
E
E
-
m
〈・

ω
g円相

N
S
Z・
J同・印
E
W
巴由

Z
・
開
・
自
由
叶

(H呂
町
)
一
位
)
ω
E
H
E
n
-コ・
ω
S
F
H
g

宮
町
口
-M叶ゲ

M
Z・
J円・

ω・日仏・

ω印
ω
(
H
S∞)由民、仏

M
E
〉

B
O
F〈
-UM少

印

Z
.
J円
.

ω・
包
∞
H
M
(
H
S∞
)
(
臨
)
君
。
F
Z
〈・

ω
E
P
N
2
〉
3
・
U
F〈・

Nωω
・
8

2
・
J円・

ω・
包

E
N
p
z
e
室
。
白

-rrhg
〈・

ω
E
0・
H
3
玄

EH-

叶∞
H・
8

Z
・ペ・

ω・
包

H
S
(
H
E
6・白民、仏

N自
由
〉
同
省
・
ロ
守
-HOE-
怠

Z-M1
向
日
L
E件

(
H
E
ω
)
(〈)回
5
5
2
〈・

ω
E
0・
H
a
Z
5・
5ω
・

ミ

Z
・
J同・

ω・
日
仏
目
白

(
H
E
3
玄
)
一
目
。
B
E
戸
∞
E
B
-
H
E
宮
町
n・

S
0
.
mヨ
Z
.
J円・

ω
M
L
a
公
定
申
〉
が
あ
る
。
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ω
呂
R
C邑
払
σ
d
q

・
ω
g
z
は
、
以
前
に
一
度
脱
走
経
歴
の
あ
る
患
者

が
再
度
脱
走
し
よ
う
と
し
て
窓
か
ら
落
ち
て
翌
日
そ
の
た
め
に
死
亡
し
た
と

い
う
事
件
で
あ
る
が
「
患
者
が
脱
走
の
傾
向
・
希
望
を
有
し
て
い
る
こ
と
」

「
脱
走
の
経
歴
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
を
「
現
に
認
識
し
て
い
る
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
脱
走
時
、
四
人
の
患
者
に
一
人
の
看
護
人
が
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
」
に
す
ぎ
ず
、
本
件
加
害
者
を
監
視
せ
ず
に
脱
走
が
可
能
に
な
る
位
長

く
放
置
し
て
い
た
(
一
人
で
目
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
に
行
か
せ
た

Y
」と、

に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
認
め
て
い
る
。
凶

ω
r
s
z
n
r
〈・

ω
z
z
は
、
精

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (3) 

神
病
施
設

(PHr--口
Z
E
Z円
F
D
ロ
)
か
ら
以
前
に
脱
走
し
た
の
と
同
じ
方
法

で
カ
ギ
の
か
け
ら
れ
て
い
な
い
窓
か
ら
脱
走
し
た
者
が
擦
傷
に
か
か
っ
て
足

を
切
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
「
最
初
の
脱
走
で
警
告
を
発
ぜ

ら
れ
た
の
だ
か
ら
二
度
目
の
脱
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
だ
っ
た
」

と
さ
れ
、
二
度
目
の
脱
走
を
許
し
た
点
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
控
訴
審
で
あ
る

N
E
〉
苫
・
ロ

Z
U
N少
日
一
Z
・J
円・

ω
-
E
2
N

に
お
い
て
は
、
原
告
の
要
保
護
性
が
高
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

巧
s
r凹〈・

ω
S
S
は
、
重
症
男
性
患
者
用
の
病
棟
に
入
院
し
て
い
た
患
者

が
、
病
院
内
で
入
手
し
た
カ
ギ
を
利
用
し
て
精
神
病
院
か
ら
脱
走
し
、
病
院

の
近
く
を
歩
い
て
い
た
子
供
連
れ
の
母
親
を
肉
切
り
包
丁
で
刻
し
て
傷
害
を

与
え
た
事
件
で
、
脱
走
及
び
暴
力
傾
向
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
こ
の
精
神
病
患
者
に
危
険
な
凶
器
を
持
た
せ
て
脱
走
さ
ぜ
る
こ
と
を
許
し

た
」
点
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
り
「
原
告
の
傷
害
の
近
接
的
原
因

e
B

岡
山
自
己
O
E
5
0と
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

円
U
印

]grmロ〈・

ω
s
g
M
W
切

E2Bω
ロ〈・

ω
S
Z
M
同CmHHM同ロ〈・

ω
E
Z
も
、
「
以
前
に
脱
走
し
た
経
歴
が
あ
る
」
と
い
う
事
情
が
存
す
る

(iv) 「
脱
走
が
実
行
さ
れ
る
徴
候
を
知
ら
せ
る
に
十
分
な
状
況
証
拠
が
存
す
る
場

合
」

(
S
P
「
戸
包
笥
印
)
に
該
当
す
る
事
例
で
あ
り
、
刷
。
白

-zrE4・

ω
Z
Z
に
お
い
て
は
、
特
に
「
最
初
の
脱
走
後
、
州
は
認
識
を
有
す
る
状
態

二
度
目
の
脱
走
を
防
止
す
る
高
度
の
注
意
公
認

g
o丘
吉
田

q

を
払
わ
か
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

に
な
り
、

回以同作円同ロ昨日。ロ〉

る

こ
れ
に
対
し
て
伺
否
定
例
と
し
て
き
の
凶
F
F
2
4・
ω
S
F
H叶
町
宮
町

n-

由

N
印
-
B
Z・J
へ・

ω・
包
h

日
立
公
定
同
〉
(
民
)
司
ロ
Z
R
〉仏
B
E
E
H白仲良

O
同

『
問
。
。
ロ
ロ

q
o同
Z
E司
J

問。円}内〈・

ω
S
F
M∞
∞
〉
同
)
同
y

口
定
・
印
斗
ω
-
H
h
m

山加

z・J
円・

ω・
包
∞

H
P
S
S
が
あ
る
。

)
 
-
1
 
(
 
。同}同ゲ同仲間〈・

ω
g
g
は
、
無
能
力
者
で
あ
る
(
精
神
年
齢
一

O
歳
六

ヶ
月
・

I
Q
・
六
六
)

て
ん
か
ん
症
患
者
が
開
放
型
隔
離
施
設
令
官
=

s
u
a
q恒
何
)
か
ら
許
可
を
う
け
ず
に
外
出
し
そ
一
〈
互
ご
宮
町
田
邑
苫
片
山

g
北法33(3・319)907 
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耳

E
H
O
E
-
g
z〉
後
に
、
交
通
事
故
に
遭
っ
て
死
亡
し
た
事
件
で
あ
る
が
、

主
と
し
て
、
こ
の
施
設
の
収
容
目
的
自
体
が
患
者
の
拘
束
令

g
R空
三
)
で

は
な
い
、
と
い
う
理
由
で
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。

「
実
際
、
制
定
法
は

(UB-m(UO]04
か
ら
精
神
異
常
の
て
ん
か
ん
患
者
を
除
外
し
て
お
り
、
本

件
被
害
者
は
主
治
医
の
判
断
で
、
て
ん
か
ん
症
・
無
能
力
者
と
診
断
さ
れ
た

が
、
精
神
異
常
で
は
な
い
と
さ
れ
の

g目
的
。
色

Daの
治
療
に
適
す
る
も
の

と
一
証
明
さ
れ
た
O
i
-
-
-
彼
は
の
♀
cミ
の
ル
l
ル
と
規
則
を
理
解
し
、
そ
の

行
動
は
協
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
:
:
:
従
っ
て
、

ω
E
H
Z
n
r
〈・

ω
S
F

H白
田
宮

En-M叶
r
M
Z
J円
ω・日仏
g
p
m
R昨
日
邑
自
民
間
〉

3
・
uz-
由民場

印

Z
J同・

ω・
包
∞

HM
及
、
ひ
宮

R
E口
合
}
四
戸

ω
S
F
E
A
H
〉
明
者
・
ロ
ぞ
・

∞
3
・

M∞
H
Z・
J円・

ω・
呂
田
wω
ぬ
片
岡

g
a
N
S
Z
J円
印
印
品
・

H由也

Z
・開・

町
田
叶
'
の
ル
l
ル
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
密
着
し
か
っ
拘
束
的
な
管
理
に
閉

じ
こ
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
州
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い

第
三
者
の
手
に
な
る
、
時
な
ら
ぬ
突
発
的
な
死
(
ロ
ロ
昨
日
自
己
『

S
L
m
n
p

《凶凸ロ同臼

7
H
S岳
)
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
さ
せ
る
よ
う
な
実
に
帰
す

べ
き
事
由
に
該
当
し
な
い
。
」
「
道
路
で
の
死
亡
は
、
無
許
可
の
外
出
の
必
然

的
あ
る
い
は
蓋
然
的
な
結
果
で
は
な
い
。
」
「
H

脱
走
〈

g
g官
γ
の
吉
田
は

閉
鎖
的
拘
束
。

2
E
n門丘

8
三
日
σ日
g
c
を
前
提
と
す
る
。
本
件
で
は

そ
う
し
た
拘
束
は
な
い
。
」
従
っ
て
、
「
無
許
可
の
外
出
は
死
亡
に
結
び
つ
い

た
事
故
の
近
接
的
な
い
し
主
要
な
原
因

e
s
H
E丘
町
田
旦
匂
江
口

g
q

g
gる
で
は
な
か
っ
た
。
」

"且(
 
可
E
E
F
n
〉門同日
5
2
R
a
o
H
C問
手
刊
の
O
ロロ

q
c同
Zmd司
J
円

CHr
は、

精
神
分
裂
症
公

nr-8-ursロ
宮
〉
及
び
早
発
性
痴
呆

(
P
B
S
E
H
)
5
2
0
H
)

と
診
断
さ
れ
て
い
た
患
者
が
、
密
着
し
た
監
察
状
態
に
置
か
れ
た
後
に
、
医

師
の
判
断
で
食
堂
へ
の
出
入
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
脱
走
し
、
推
定
で

は
高
所
か
ら
落
ち
た
か
飛
び
降
り
る
か
し
て
死
亡
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る

が
、
突
発
的
で
予
期
し
て
い
な
い
脱
走
で
あ
る
こ
と
、
看
護
人
の
数
が
不
十

分
で
あ
る
と
の
立
証
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。

「
主
治
医
に
よ
る
本
件
死
亡
者
お
よ
び
そ
の
記
録
の
十
分
な
検
討
を
経
る

こ
と
な
く
共
同
の
食
堂
で
食
事
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
主

な
理
由
と
し
て
、
州
に
対
す
る
責
任
が
認
容
さ
れ
た
。
し
か
し
、
記
録
上
、

こ
の
理
由
を
支
持
す
る
医
療
上
の
証
拠
は
存
し
な
い
。
主
治
医
が
、
本
質
的

に
は
医
療
な
い
し
は
精
神
医
学
の
事
項
で
あ
る
こ
の
問
題
に
、
適
正
な
考
慮

を
払
わ
な
か
っ
た
、
と
の
証
言
は
な
い
。
従
っ
て
、
主
治
医
が
誠
実
な
判
断

の
誤
り
(
S
F
C
ロ
向
丘
町
口

2
0町
吉
弘
m
B
E
C
以
上
の
こ
と
を
為
し
た
と
判

示
す
る
根
拠
は
な
い
。
こ
う
し
た
誤
り
に
対
し
て
州
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

ω?
の
g
同
開
ゆ

4
・
ω
S
F
N∞
ω
〉
宅

-
u
z
-
N品
印
咽
ロ
叶

Z
J円・

ω・
日
仏
民
4
・

a
F
E
E
U
O∞
Z
・
J円・

2
r
H
E
Z・
開
・
包

ωN0・
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下
級
審
は
、
ま
た
、
逃
走
時
に
お
け
る
監
視
体
制
に
州
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
認
定
し
た
。
証
拠
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
看
護
人
が
戸
口
、
二
人
が
食

堂
、
そ
し
て
他
の
看
護
人

(
E
E必
R
5
E
E
g
r
R
D問
主

Z
E
E
Z〉

が
他
の
患
者
を
連
れ
て
き
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
看
護
人
の
数
が
不
十

分
で
あ
っ
た
と
い
う
証
言
は
な
い
し
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
何
人
か
の
看

護
人
な
ら
ば
本
件
死
亡
者
の
脱
走
と
い
う
突
発
的
で
予
期
の
で
き
な
い
行
為

を
防
止
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
証
言
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」

(3) 

以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
恩
わ
れ
る
。

ま
と
め

(3) 

加
害
者
(
及
び
被
害
者
)
の
脱
走
傾
向
を
病
院
側
が
現
実
に
認
識
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
特
別
の
監
視
体
制
を
敷
い
て
い
な
い
場
合
、
州

ユュ}ヨーク州における不作為賠償責任

は
賠
償
責
任
を
負
う
。

本
類
型
で
は
「
予
見
可
能
性
」
が
責
任
の
有
無
を
決
定
す
る
際
の
き
め
手

に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
精
神
病
院
関
係
に
お
け
る
事
例
の
ま
と
め

-
般
的
に
い
っ
て
精
神
病
院
関
係
の
事
例
は
危
険
責
任
型
の
も
の
(

付
〉
と
危
険
管
理
責
任
型
の
も
の
ハ
一
・
口
及
び
二
・
ハ
円
伺
〉
が
あ
る
が
、
更

に
、
傾
向
な
い
し
特
色
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

ω保
護
法
益
の
点
に
つ
い
て
は
、
脱
走
及
び
退
院
許
可
後
の
殺
傷
の
類
型

で
は
不
特
定
の
国
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
と
い
う
一
般
的
か
つ
広
範
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
類
型
で
は
、
契
約
な
い
し
強
制
入
院
と
い
う
個
別
的

な
義
務
引
受
け
の
契
機
を
有
す
る
、
個
別
的
な
・
個
性
を
有
す
る
患
者
の
生

命
・
身
体
の
安
全
と
い
う
限
定
さ
れ
た
、
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
、
不
特
定
の
閏
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
類
型
(
脱
走
あ
る
い
は
退
院
許
可
後
の
殺
傷
)
と
道
路
関
係
に
お
い
て
み

ら
れ
る
よ
う
な
国
と
不
特
定
の
国
民
の
危
険
管
理
責
任
が
問
題
と
さ
れ
る
類

型
と
比
べ
る
と
、
行
政
と
加
害
者
の
関
係
が
支
配
な
い
し
は
管
理
と
い
う
密

着
し
た
あ
る
い
は
接
近
し
た
特
殊
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
特
色
が
み
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
判
例
理
論
上
も
、
行
政
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
認
定
す

る
場
合
に
、
患
者
に
対
す
る
行
政
の
管
理
・
支
配
の
態
様
を
問
題
と
す
る
こ

と
に
な
る
。

凶
一
般
的
に
は
危
険
責
任
型
・
危
険
管
理
責
任
型
と
い
っ
て
も
、
責
任
の

タ
イ
プ
・
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

本
類
型
に
お
け
る
危
険
責
任
は
、
限
定
さ
れ
た
公
共
施
設
内
の
危
険
人
物

の
管
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
い
わ
ば
危
険
公
共
施
設
管
理
の
観
点

か
ら
は
、
社
会
的
に
有
用
で
あ
る
行
政
活
動
に
内
在
す
る
危
険
が
顕
在
化
し

た
か
ら
社
会
全
体
が
負
担
す
る
と
い
う
本
来
の
危
険
責
任
に
合
致
す
る
が
、

危
険
状
態
が
高
い
程
度
で
予
想
さ
れ
る
危
険
施
設
に
強
制
的
に
入
院
さ
せ

1ヒ法33(3・321)909 
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危
険
状
態
に
強
制
的
に
直
面
さ
せ
つ
つ
防
御
の
機
会
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う

危
険
作
出
・
加
担
・
寄
与
が
具
体
的
に
認
め
ら
れ
る
点
、
ま
た
、
限
定
さ
れ

た
施
設
の
中
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
道
路
関
係
と
の
相
違
が

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
類
型
で
は
危
険
責
任
を
基
調
に
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
判
例
理
論
と
し
て
は
、
「
予
見
可
能
性
」
を
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
、
個
別
の
ケ
1
ス
の
骨
ル

-
L
ι
v
h
u
b任
除
b
恥
じ
ゃ
、
危

険
の
回
避
措
置
を
考
え
て
い
る

l
危
険
管
理
責
任
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用

し
て
い
る

i
点
に
お
い
て
も
、
特
徴
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

危
険
管
理
責
任
と
い
っ
て
も
、
危
険
の
内
容
に
つ
い
て
、
要
保
護
性
の
高

い
者
に
対
す
る
安
全
配
慮
な
い
し
保
護
義
務
と
危
険
性
の
高
い
人
物
を
管
理

す
る
者
の
危
険
防
止
義
務
と
い
う
区
別
が
可
能
な
ほ
か
に
、
脱
走
の
事
例
に

お
い
て
は
「
脱
走
防
止
義
務
」
す
な
わ
ち
患
者
を
施
設
に
留
め
て
治
療
を

し
、
事
故
を
防
止
す
る
義
務
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
け
だ
し
、
裁
判
所
は
、
脱
走
後
の
「
殺
傷
・
自
殺
」
に
つ
い
て
、
以

前
そ
う
し
た
傾
向
が
認
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
要
件
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ω事
故
の
予
防
に
必
要
と
想
定
さ
れ
る
事
前
措
置
の
内
容
(
行
為
水
準
)

に
つ
い
て
い
え
ば
、
開
放
化
政
策

(
8
2
《
】

O
C
H
-
5
F
5
の
価
値
判
断
が

強
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
厳
格
な
監
視
体
制
は
多
く

の
資
源
を
要
求
す
る
上
に
、
医
学
上
も
有
効
な
治
療
手
段
で
は
な
く
、
患
者

を
不
必
要
に
病
院
に
隔
離
す
る
虞
れ
が
あ
る
、
と
い
う
価
値
判
断
で
あ
る
。

」
こ
で
は
、
道
路
関
係
の
事
例
に
広
く
認
め
ら
れ
た
予
防
措
置
の
費
用
(
狭

義
の
金
銭
的
費
用
)
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
。
こ

れ
は
道
路
関
係
に
お
け
る
損
害
防
止
措
置
(
標
識
の
設
置
等
)
が
第
三
者
の

利
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
金
銭
的
評
価
に
な
じ
み
や
す
い
の
に

対
し
、
本
類
型
の
損
害
防
止
措
置
(
支
配
・
管
理
・
監
視
の
強
化
)
は
加
害

者
た
る
患
者
に
と
っ
て
も
被
害
者
た
る
患
者
に
と
っ
て
も
不
利
益
に
な
る

|
|
利
害
の
背
反
が
認
め
ら
れ
な
い
点
で
特
殊

l
iと
い
う
特
色
を
有
す
る

か
ら
で
あ
る
。

ω二
章
で
紹
介
し
た
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
に
お
け
る
成
立
要
件
に
つ
い

て
い
え
ば
、
道
路
関
係
に
お
い
て
は
「
義
務
違
反
守

Hg与
え

E
q
)」

の
論
点
が
強
調
さ
れ
責
任
が
認
定
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
、
精

神
病
院
関
係
に
お
い
て
は
「
予
見
可
能
性
」
の
論
点
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ

は
想
定
さ
れ
る
事
前
措
置
の
内
容
・
性
質
が
異
な
る
他
に
、
具
体
的
行
為
規

範
違
反
が
間
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、

木
類
型
が
危
険
責
任
と
危
険
管
理
責
任
の
交
錯
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
成
立
要
件
の
構
造
あ
る
い
は
判

断
プ
ロ
セ
ス
が
類
型
ご
と
あ
る
い
は
類
型
の
区
分
ご
と
に
異
な
る
の
で
は
な
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い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
次
稿
の
「
警
察
関
係
」
で
論
じ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。制
最
後
に
、
結
果
責
任
型
、
執
行
な
い
し
実
行
行
為
型
、
加
担
・
寄
与
型

の
責
任
類
型
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
、
精
神
病
院
関
係
に
お
い
て
結
果
責

任
型
の
事
例
は
存
し
な
い
。

(3) 

〈

1
)
内

(
U
U
Z
P
E
E巳
5
2
5
p
g
c
m
p
ω
(巧
2
・

H
8
6
に

は
、
本
稿
の
い
う
精
神
病
院
関
係
の
事
例
と
し
て
次
の
も
の
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
川
あ
る
患
者
が
他
の
患
者
に
暴
行
す
る
の
を
防
止
し
な
か
っ
た

例

3
8
z
i
g
ぐ
・
ω
S
F
H
∞
寸
忌

5
・
M印
ω・

S
Z
Jへ
・
∞
-
M
L
H斗

(
H
E
m
Y
田
耳
目
三
日
ロ
ロ
白
血
回
目
門
同
日
叶
H
〉
℃
匂
口
定
-
m
H
∞
"
ヨ

Z
・J
円
・
ω
MハH

N
O
N
-
由
民
、
L
N
ミ

Z
・J
円・念。噂

2

Z
・
開
-
M仏

H
叶
品
(
包
会

))ω
患
者

の
自
殺
を
防
止
し
な
か
っ
た
例
(
ロ
D
耳
〈
・
ω
g
F
H
∞
ω

呂
町
口
・
目
立
6

8
z
.
J円
・
∞
包
E
N
(
H
E
品
〉
〉
刷
危
険
な
人
物
の
脱
走
を
防
止
し
な

か
っ
た
例

Q
Oロ
g
戸

ω
S
F
N
ミ

ζ
u
n・
ミ
テ

g
z・
J

同
・
ω
M
L

ω品
目

(

ば
Y
E
U
)
〉。

(

2

)

仙
波
恒
雄
・
高
橋
光
彦
『
ア
メ
リ
カ
の
精
神
医
療
』
(
星
和
書
庖
・

一
九
八

O
〉
一
四
二
頁
。
ア
メ
リ
カ
の
精
神
医
療
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

本
書
に
詳
し
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
精
神
病
院
収
容
処
分
と
運

用
に
つ
い
て
は
、
宇
津
呂
英
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
病
院
収
容
処

分
制
度
と
そ
の
運
用
の
実
情
付
・

0
」
(
『
判
例
時
報
』
一

O
一
一
一
・
一

O

二
二
号
・
一
九
八
二
)
参
照
。

ニ品ーヨーク州における不作為賠償責任

(
3
〉
字
津
呂
前
掲
論
文
付
・
九
頁
を
参
考
に

L
た。

(
4
〉
後
二
者
の
処
分
に
よ
る
者
も
、
一
九
七
四
年
の
法
改
正
以
降
、
す

べ
て
精
神
衛
生
省
所
管
の
施
設
へ
収
容
す
る
こ
と
と
改
め
、
現
在
、
主
と

し
て
、
ミ
ッ
ド
・
ハ
ド
ソ
ン
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。

宇
津
呂
前
掲
論
文
同
・
一
五
頁
。
犯
罪
を
犯
す
精
神
異
常
者
お
よ
び
非

行
者
は
、
刑
務
所
あ
る
い
は
精
神
病
院
に
も
収
容
さ
れ
る
た
め
分
類
上
問

題
と
な
る
が
、
計
算
上
は
居
場
所
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
矯
正
機
関
あ
る

い
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
施
設
(
ま
た
は
病
棟
)
に

い
る
人
は
囚
人
と
し
て
分
類
さ
れ
、
精
神
衛
生
機
関
や
そ
れ
に
類
す
る
機

関
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
施
設
に
い
る
人
は
精
神
科
患
者
と
し
て
分
類
さ
れ

て
い
る
。
仙
波
・
高
橋
・
前
掲
書
一
四
一
頁
。

(

5

)

遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法
上
巻
』
一
ニ

O
二
頁
。
ま
た
、
同
書
一
二

O
六

頁
に
お
い
て
、
特
別
の
法
関
係
に
み
ら
れ
る
最
大
公
約
数
的
な
特
色
と
し

て
、
「
広
く
事
業
な
い
し
施
設
の
管
理
者
が
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
人
の
活

動
お
よ
び
物
的
施
設
を
支
配
管
理
し
て
い
る
た
め
、
与
え
ら
れ
た
活
動
の

枠
と
場
所
の
中
で
人
が
行
動
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に
生
ず
る
危
険
に

つ
い
て
も
管
理
者
が
相
当
程
度
は
支
配
管
理
す
べ
き
で
あ
る
以
上
、
そ
こ

で
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
危
険
管
理
責
任
に
も
と
づ
い

て
損
害
損
補
の
義
務
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
被
害

者
の
側
か
ら
み
る
と
、
行
動
の
自
由
が
制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
危
険
な
状
態
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
こ
れ
に

事
故
の
負
担
を
甘
受
さ
ぜ
る
の
は
妥
当
で
な
い
わ
け
で
あ
る
。
」
と
述
べ

る。
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Governmental Tort Liability for Nonfeasance 

in New York (3) 

Akira FUKUSHI';' 

Introduction 

1. Development of governernmental tort liability in New York 

II. Tort cause of action for nonfeasance 

(1) N egligence-Tipe 

(2) Nuisance-Tipe (in Vol. XXXII No.4) 

m. Classification of the cases bearing upon governmental tort 
liability for nonfeasance 

(1) analyzing concepts of cases 

(2) viewpoints of cIassification of cases 

(3) Classification of cases of nonfeasance 

(a) highway related cases (in vol. XXXIII No.l) 

(b) mental hospital related cases 

(c) police related cases 

Conclusion 

* 
可ミ キ * 

The focus of this study is the question of whether a govern-

mental unit should be liable for not taking affirmative action that 

would have helped the plaintiff. 

This note aims at classifying the cases bearing upon liability 

for nonfeasance according to the cause of liability and presenting 

the following concIusion: in New York， governmetal tort liability 

is not granted except for the case of Statute or Municipai Charter， 

the case of Special Relations， the case of Assumption of Duty， and 

the case of Prior Dangerous Conduct. 

* * * 
* Assistant， Faculty of Law， Hokkaido University 
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In this section， mental hospital related cases are classified as 

follows: 

1. Duty of hospital in charge of patients having dangerous propen-

sities and taking charge of patients who is helpless inside the 

lnstltute. 

(1) Liability for injury caused through assault by a patient 

(2) Liability for failure to protect mental patient from suiside 

2. Duty of hospital in charge of patients having dangerous propen-

sities and taking charge of patiens who is helpless outside the 

lnsltute. 

(1) Liability for injury caused through assault by a patient who 

was released by hospital 

(2) Liability for injury caused through assault by a patient who 

escaped from hospital， and injury or death of patient as result 

of his escape or attempted escape 

XIX 北法33(3・432)1020 


